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日本 財 政 学 会 第37回 大 会 は,1980年10月18,

19日 の 二 日間 に わ た り名 古 屋 大 学 にお い て 開催

され た 。 台 風 も ど き の 強 風 雨 が ふ きつ け る悪

条 件 に もか か わ らず,多 数 の 参 加 者 を え て 大 会

は 盛 会 で あ った 。

本年 度 の共 通 論題 と して 第一 日 目に は 「補助

金 の基 本 問題 」 と 「課 税 の経 済 効 果 」 が と りあ

げ られ,二 日 目に は 「フ ィス カ ル ポ リシー 論 の

再 検 討 」 と題 して,そ れ ぞれ3本 の報 告 が お こ

な わ れ た。 参 考 ま で に 報 告 論 題 を 紹 介 して お

く。 「補 助 金 支 出 の効 率 と公 正 補 助金 の基

本 問題 」(小沢善 雄),「 補 助 金 の基 本 問題 」(古

川 卓 萬),「 補 助 金 の基 本 問題 」(波多 野 譲,入 江

通 温),「 財 産 税 の貯 蓄 刺 激 効 果 に つ い て」(渡部

尚史),「 消 費 型 付 加 価 値 税 の 転 嫁 と価 格 効 果 一

産 業 連 関分 析 ア プ ロ ー チ― ヨ(中 井 英 雄),「 利

潤 税 の 帰 着 一 ポ ス トケ イ ンズ派 ア プ ロー チを

め ぐ って ― 」(森 俊 一),「 ブ キ ャナ ン=ワ グ ナ

ー の ケ イ ンズ経 済 学 批 判 を め ぐっ て」(坂井 昭夫) ,

「ブ キ ャ ナ ン=ワ グ ナ ー の 財 政 赤 字 論 」(貝塚 啓

明),「 フ ィ ス カル ・ポ リシ ーの 理 論 的 検 討 」(大

熊 一 郎),以 上 で あ る 。 こ の ほ か,自 由論 題 に

お いて も15本 の 報 告 が 準 備 され,共 通 論 題 と合

わ せ報 告 数 は24本 に の ぼ った。 報 告 数 は ここ

3年 ほ どい ず れ の 大 会 に お い て も20本 以 上 を 数

え て お り,学 会 の 盛 況 の 一 端 が こ こか らも うか

が え る。

いず れ にせ よ,会 場 が 分 か れ て い るた め す べ

ての 報 告 を 聞 くこ とは 不 可 能 で あ るか ら,こ こ

では筆者の関心にしたがい,あ る程度恣意的に

なるのを覚悟で大会の模様を紹介 して責めにか

えたい。
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自由 論 題 で は 数 多 くの 興 味 深 い報 告 が み られ

た が,紙 数 の 関 係 上 こ こで そ のす べ て に ふれ る

わ け に もい か な い の で,い くつ か 紹 介 してお く

に と どめ る。

北村裕明 「トマス ・ペインの財政思想」はペ

インの思想の従来の位置づけ(「安価な政府」と

「福祉国家」の原型)を ふまえて,その財政改革構

想のよりつっこんだ検討をおこなったものであ

る。結 論だけを述べると,軍 隊 と官僚機構の

解体 と新 しい公務員=統 治制度 による代置を前

提 として,大 土地所有者に対 しては地租にくわ

え収入への高度の累進税を課 し,中 産階級に対

しては不公平で負担の重い救貧税,窓 税,家 屋

税を撤廃 し,下 層階級へは多面的な福祉給付を

おこなって,人 民の生存権,労 働権を保障する

というのがその財政改革の主 内容 であった。

生存権,労 働権を基礎 とし,統 治への労働者の

参加を通 じて 「社会の原理」を復活させること,

ここにペイン財政改革思想の核心が求められた

のである。 予定討論者(西 山一郎氏)の 適確

な論点提示に対 し,報 告者が回答 したもののう

ちとくに重要だと思われたのは,"ペ インの 「安

価な政府」という主張 と福祉国家=高 価な政府

とはどう関連するか"と の質問に対 し,"福 祉

の政策を永続するもの と捉える必要はない,人

民が自己統治能力を身にっけるように財政がそ
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の保障をおこなえば 「安価な政府」を実現 しう

る"と の回答が示 された点である。より深 く

検討されるべき論点だと思われる。

高寄昇三 「公共投資の効果に関する実証的研

究」は,神 戸都市問題研究所の手により公刊を

みた大部の著 「公共投資の効果に関する実証的

分析』(勤草書房)を ふ まえた報告で ある。従

来の公共投資の効果をめぐる議論が乗数効果に

限定されるきらいがあったとして,こ の研究で

はそれ以外の効果を含めた総合的評価の必要性

が説かれている。その基 準 としてまず,経 済,

非経済,経 営,財 政の四分野に大別され,そ れ

ぞれがさらにいくつかの基準に分割されて,五

段階評価手法によりランクづけがおこなわれて

いる。その結果 は 「多 くの評価項 目が トレー

ド・オフの関係にあり,特 に生産関連がよいと

か,生 活関連がよいということはない」とされ

ている。報告では以上 の ほか,公 共投資の有

効性(そ の即効性,波 及効果,地 元経済への還

元効果など)や 公共投資に関するアンケー ト調

査結果,最 適体系についての政策的提言などに

も言及された。

彪大な実証作業には頭が下がるが,結 論には

にわかに賛成 できないよ うに思われる。とい

うのも,評 価基準となる項目がはたして報告の

中で紹介されたもので十分かどうかには議論の

余地があろうし,五 段階相対評価の採用は各基

準相互間の評価や基準内部での評価に相当主観

のはいる余地が大きいように思われるからであ

る。公共投資 の効果 に限 っていえば,「 近畿

ビジョン型」公共投資より 「生活環境 ・防災型」

公共投資の方が生産誘発 ・雇用効果が高いとい

う研究結果(宮 本憲一ほか 「公共事業はこれで

よいのか」『エコノ ミス ト』1979年1月30日 号,

府民 とともに大阪の躍進をはかる会 『躍進大阪』

自治体研究社,1979年)も あり,ま た,生 活基

盤社会資本投資をめ ぐって科学的な費用 一便益

分析手法の研究の提起 もなされている現状から

みて,よ り立ち入った分析が必要とされよう。

また,「 民力培養型公共投資」の指摘もつとに

行なわれているとおり,公 共投資の効果を論ず

る場合にはまずもって 「産業基盤型」のそれと

の本質的な違いが明確にされていなければなら

ないように思われる。 いずれ に して も,今 後

の論議に大きな一石を投 じた報告であったこと

は疑いなかろう。

舟場正富 「大都市圏公共交通財政への一視角一

はサンフランシスコ湾岸高速鉄道(BART)を

素材として 「都市問題,財 政問題,地 方自治制

度問題」などと関わ らせなが ら大都市圏におけ

る公共交通のあり方をさぐろうとしたものであ

る,BARTは 高速鉄道 「特別区」として運営さ

れてお り,そ の建設費用は財産税の新規課税分

を引当てとする一般事業債によって過半が賄わ

れ,連 邦補助は20%に しかならなかったという

(1974年 都市大量輸送援助法の成立後であれば

総工費の80%の 援助を受けられたが)。 また,

最近の経常収支の状況をみると,料 金を中心と

する営業収入だけでは営業支出を到底賄い切れ

ず,売 上税が収入総額の過半を占めるという。

最後に,BARTの 評価が示 されたが,都 市政策

の視点か らはオーエンの見解によりつつ郊外へ

の人口分散を促進 した点が指摘され,財 政政策

の視点からはJ.オ コンナーの 「社会一産業複合

体」という捉 え方 が紹介された。さらに社会

階層の視点からは中上層の都市通勤を保障する

もので,こ の層の利益にバイアスがかかってい

るのではないかとのホーチランダーの見解が示

された。BART乗 客比からみると所得階層が

あがるほど利用度合,平 均利用距離は高まって

おり,経 常経費の多 くが逆進性の強い売上税に

より賄われている現状では,BARTの 費用負担

には多 くの問題が残 されているわけである。

いずれにしても,費 用負担をめ ぐる議論(税 金

か料金か,建 設的経費 と経常的経費 との費用区

分をどうするか,料 金体系はどうか,な ど)は

古くて新 しい問題であり,国 際比較を含めて今

後とも議論の深化が望まれる。
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以上のほかにも,保 母武彦 「アメリカ連邦補

助金制度」,遠 藤宏一 「財政の再建と企業税制」,

東郷久 「資本蓄積基盤の再編と総需要抑制策」

など,興 味深い報告が多数あったがここでは割

愛せざるをえない。

皿

共 通論 題 で は,す で に ふ れ た よ うに三 つ の

テ ー マ が掲 げ られ たが,こ こで は 「フ ィス カ ル

ポ リシ ―論 の再 検 討 」 だ け を と りあ げ る こ とに

した い。

貝 塚 啓 明氏 は,ま ず,ブ キ ャナ ン;ワ グ ナ ー

の主 張 を 三 つ の仮 説 と一 つ の政 策 提 案 に整 理 で

き る とす る。 第 一 の 仮 説=「 財 政 赤 字 に対 す

る警 戒 心 の喪 失 → 財 政 赤 字 の増 大 → 財 政 支 出 の

拡 大 → 政 府 部 門 の膨 脹 」,第 二 の仮 説=「 財 政

赤 字 は イ ンフ レー シ ョ ンを ま ね く」,第 三 の仮

説=「 財 政 赤 字 の 定 着 は,ケ イ ンズ経 済 学 の浸

透 の 結 果 」,政 策 提 案=「 均 衡 予 算 原 則 を ア メ

リカ憲 法 に 導 入 す る こ と」 。 こ の 主 張 を 理 論

的,実 証 的 に吟 味 して,氏 は次 の よ うに い くつ

かの 結 論 を 導 く。(イ)「そ の マ ク ロ理 論 は,貨

幣数 量 説 を加 味 した ケ イ ンズ 体 系 」 。(ロ)第 一

仮 説 が 成 立 す るた め に は四 つ の 前 提 が 必 要 で あ

る。 す なわ ち,中 位 投 票 者 の 前 提,税 体 系 安

定 の 前 提,財 政 錯 覚 の 前 提,選 挙 民 意 向 の前 提

で あ る。(ハ沖 央 銀 行 の 行 動 に つ い て の 想 定

(議 員 と同 様 の 行 動 を と る)はadhocな 仮 説。

(二)すべ て を ケ イ ンズの せ い にす る の は不 正 確 で

あ る。

大 熊 一 郎 氏 は 公 共 選 択 理 論 や マネ タ リス トの

側 か らの ケ イ ン ズ経 済 学 批 判 を うけ て,フ ィ ス

カル ・ポ リシー を 評価 す る上 で の い くつ か の 理

論 的 問 題 点 を 指 摘 した。 第 一 に 自 然 失 業 率仮

説 や 仕 事 さが しの 理 論 にみ られ る と お り,「 労

働 用 役 提 供 者 の 行 動 の 分 析 が,フ ィ ス カル ・ポ

リシ ー の 評 価 の 上 で 必 要 」 。 第 二 に,「 期 待

の弾 力 性 」 を 分 析 の 枠 組 み に組 み 込 む こ とが 必

要 。 第 三 に フ ロ― と ス トック の 両 面 の 調 整 の

相 互 作 用 を 重 視 す べ き で あ る 。 こ う した 課 題

を 残 しな が ら も,限 定 的 な 条件 の も とで 節度 の

あ る フィ ス カ ル ・ポ リシー は,民 間投 資 を補 完

して 安 定 成 長 を 実 現 す る うえ で今 後 と も重要 で

あ る。 わ が 国 に か ぎ っ て い え ば,フ ィスカル ・

ポ リシ ー は うま く機 能 して い る とい うの が氏 の

立 論 で あ っ た。

坂井昭夫氏は,以 上二氏の見地 とはまったく

異なって,ブ キャナン=ワ グナ―によるケイン

ズ経済学批判の意味,そ のもつ本質的特徴を指

摘 したうえで,オ コンナーによりつつ財政危機

克服の真の民主主義的方策を指摘 した。 ブキャ

ナン=ワ グナーが赤字財政とインフレの弊害を

とりあげて財政危機克服のためケインズ主義に

よって放棄された"均 衡財政の原則"の 復権を

説 くのは,世 界的規模でのスタグフレーション

の深刻化に直面 してのことであ り,こ の現実の

前にケインズ理論や新古典派総合がなすすべが

ないか らにほかな らない。だが,彼 らの主張

に問題がないかといえば,事 実はまった く逆で

ある。まず,政 治的民 主主義制度が財政赤字

への固有の偏りを生むとの彼 らの主張は逆立ち

している。'「問題 は民主主義 が 赤字財政を必

然化 した関係ではなく,民 主主義の空洞化と赤

字財政の拡大との関係を問う方向で設定されな

ければならない」。 さらに 「財政錯覚」の概

念に も重大 な問題が ある。この論法でい くと

結局,納 税者の"タ カ リの構造"な るものに放

慢財政のツケが回され,政 官財癒着による財政

資金の私的占有の構造がス ッポ リ抜け落ちて し

まうことになる。 この結果 は租税 と政府支出

の架橋による受益者負担 と大衆課税の強化,政

府活動領域の縮小と国民生活に直接関連する行

政分野の切 り捨てを,均 衡財政の実現という口

実で合理化することになる。

この国民生活破壊型とでもいうべき方向では

な く,反 独占の税制改革,政 府支出の優先順位

決定における納税者の発言権強化,民 主的国有

化等々の方策を公務労働者 と公的サービス受給
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者の同盟のもとで推進するなかにこそ,氏 は真

に民主主義的な財政危機克服の道を見出そうと

するのである。

と こ ろで,フ ィス カ ル ・ポ リシー の 目的 が有

効 需要 の 謂整 を通 じて 完全 雇 用 の実 現(非 自発

的 失業 の解 消)と 物 価 水 準 の安 定 を達 成 しよ う

と した もの で あ るの は 周 知 の と お り で あ る 。

しか るに ス タ グ フ レー シ ョンの深 刻 化 は フィリッ

プ ス曲線 の変 形 を も た ら し,フ ィス カ ル ・ポ リ

シ ー発 動 の 余地 を著 し く狭 め る と と もに この政

策 を支 え るケ イ ンズ経 済 学 じ しん の混 迷 と多 方

面 か らの批 判 を よ び起 す こ とに な った。 マ ネ タ

リス トの 自然失 業 率 仮 説 や合 理 的 期 待 仮 説,さ

らに ブキ ャナ ン=ワ グナ ー の主 張 な どが そ の例

で あ る。 だ が,こ れ ら は 問 題 の 解 決 とい うよ

り,現 実 ば なれ と荒 唐 無 稽 さを 強 め,理 論 的 混

迷 の度 合 は 強 ま り こそす れ,展 望 は な か なか 見

出 しえ て い な い よ うに思 われ る(石 弘光 『ケ イ

ンズ政 策 の 功罪 』 東 洋 経 済 新 報 社,1980年,な

ど参 照)。 ケ イ ンズ 経 済 学 の 革 新 と そ の 亜 流

か らの脱 皮 を説 く論 者 に あ っ て も,社 会的 共 通

資 本 の維 持 ・管 理 の 重 要 性 を 説 き,有 効 需 要 の

内 容 に まで 立 ち入 って配 慮 す る こ と の必 要 性 を

主 張 して も,そ の こ とが マ ク ロ分 析 と フ ィ ス カ

ル ・ポ リ シー に どの よ うな 内容 的 変 更 を っ け加

え る も のか 明確 で な い。 い ず れ に して も,フ ィ

ス カル ・ポ リシ ー論 が,現 実 の 公 共 投 資 が 生 み

出す浪費性や破壊性,主 として補助金といった

ルー トにより中央一地方の官僚機構のパイプを

通 じて流れる財政資金とそこに不可避的に発生

する政官財癒着と公金の私的占有,金 融独占体

のもとでの過剰蓄積と 「過剰流動性」の偏在,

国債管理政策の破産などなどの現実から目をそ

らすかぎり,そ の混乱 と混迷は避けられないの

ではなかろうか。

IV

最後に過去5年 分の共通論題の一覧表を掲げ

ておきたい。さすが にまんべんな くテーマが

選定されていると思われるが,若 干の希望がな

いわけではない。まず最初 に気づ くの は予算

論が手うすだ とい うことであ る。 「公共政策

決定の理論と実際」では予算問題が とりあげら

れたが,必 ず しも満足 のい くものではない。

財政民主主義のあ り方,公 共経済学批判などと

もかかわ ってより十分な取 り組みが望まれよう。

また,安 価な政府論や社会保障財政なども,現

在の要請か らすればもっと取 り上げられるべ き

ではなかろうか。いずれ に して も,財 政学を

とりまく課題は山積 しており,今 後 とも現実の

要請に対応 したテーマ設定がなされることを希

念 しつつ,こ の拙い紹介文の筆をおくことにし

たい。

(つるた ひろみ 大阪経済大学)
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